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［商法］ 

 

次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。 

なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行さ

れている法令に基づいて答えなさい。 

 

１．甲株式会社（以下「甲社」という。）は、Ａが個人事業として始めた工務店が昭和６０

年頃に法人成りしたものであって、会社法上の公開会社ではなく、取締役会及び監査役を

置いている。甲社の定款には、①取締役の任期を選任後２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨の定め及び②譲渡による甲

社の株式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがあり、役員を選任す

る株主総会の決議の定足数に関する定めはない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、設

立以来、Ａがその発行済株式６万株の全部を 保有していた。甲社の取締役は、Ａのほか、

いずれも甲社の従業員であったＢ、Ｃ及びＤの合計４名であり、代表取締役は、Ａであっ

た。  

２．甲社は、平成２９年春頃、創業以来取引関係にあった乙株式会社（以下「乙社」という。）

に 対して３０００万円の買掛金債務（以下「本件債務」という。）を負った。本件債務の

履行期は、 平成３０年５月３１日であった。 

３．Ａは、平成２９年夏頃、Ａの住居に隣接する土地（以下「本件土地」という。）を所有

するＥとの間でトラブルとなり、それを解決するため、Ｅから本件土地を買い取るよう要

求されるようになった。Ａは、そのような要求に応じる義務はないと考えたが、今後平穏

に暮らしていくためにはＥとの関係を断つのがよいと考え、Ｅの要求に応じることにし

た。Ａは、自身で本件土地を買い取るための資金を調達することは難しいと考え、甲社に

本件土地を買い取らせることにした。 

４．Ｅは、本件土地の代金として５０００万円を提示してきたので、Ａは、その金額で本件

土地を買い取ることにした。もっとも、近隣の不動産の相場に照らせば、当時の本件土地

の評価額は高く見積もっても１０００万円程度であり、Ａもそのことを知っていた。Ａは、

平成２９年１０月２日、甲社を代表して、Ｅとの間で、本件土地を５０００万円で購入す

る契約（以下「本件売買契約」という。）を締結し、本件土地の所有権移転登記手続を受

けるのと引換えに代金５０００万円を支払った。なお、甲社においては、本件売買契約の

締結に先立ち、取締役会の決議等の会社法所定の手続が行われた。 

本件売買契約の代金５０００万円は、甲社の定期預金（以下「本件定期預金」という。）

を取り崩すことで賄われた。また、本件土地は、本件売買契約後も甲社で利用されること

なく放置されていた。 
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５．Ａの妹であるＦは、外国に居住していたが、平成２９年末頃、その配偶者であるＧと共

に帰国した。Ｇのことが気に入ったＡは、今後Ｇと共に甲社を経営していくことを見据え、

平成３０年１月中旬頃、甲社の取締役会の承認を得て、Ｇに甲社の株式１万株を譲渡し、

その旨の株主名簿の名義書換が行われた。その後、Ｇは、本件土地が甲社の名義であるに

もかかわらず活用されていないことに疑問を持ち、甲社の従業員にそれとなく尋ねてみ

たところ、上記３及び４の事実を知った。  

 

〔設問〕 

下記の小問に答えなさい。  

〔小問１〕 

Ｇは、平成３０年末頃、Ａに対し、本件売買契約を締結したことにより甲社に４００

０万円の損害が生じたと主張して、会社法第４２３条第１項に基づく損害賠償を請求す

る責任追及等の訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、Ａの立

場において考えられる反論及びその当否を検討した上で、論じなさい。 

なお、本小問においては、甲社の経営は順調であり、本件売買契約の締結後も、その

運転資金が枯渇することはなく、近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される

状態ではなかったものとする。  

〔小問２〕 

乙社は、甲社が本件債務を履行しなかったことから、平成３０年末頃、Ａに対し、本

件債務の額に相当する３０００万円を損害として会社法第４２９条第１項に基づく損

害賠償を請求する訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、論じ

なさい。       

なお、本小問においては、次のような事実があったものとする。 

① 甲社は、平成２７年頃からその営業利益が減少し始めたものの、平成２９年春頃の

時点では運転資金が枯渇するような状態ではなかった。 

② Ａは、本件債務の発生当時、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が

足りなくなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応すること

を予定していた。 

③ 甲社は、本件売買契約に基づく代金の支払により実質的な債務超過に陥り、また、

本件土地には担保的価値がないために短期の融資を受けることもできず、平成３０年

５月頃には事業活動を継続することができなくなった。 
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［参考答案］ 

第１． 小問１ 

１．会社法第 423 条第 1 項違反の成否 

本件では、A が甲社を代表して本件売買契約を締結したことにつき、会社法（以下

略）第 423 条第 1 項違反の成否が問題となるが、同項の要件は、①取締役の任務懈

怠、②会社の損害発生、③任務懈怠と損害との間の相当因果関係である。以下検討す

る。 

（１）まず、A は甲社の代表取締役であるから「取締役」にあたる。また、任務懈怠と

は、会社と委任関係に立つ取締役が、会社に対する善管注意義務又は忠実義務に違

反する行為を行うことをいう（第 330 条、民法第 644 条、第 355 条）。そして、取

締役は、かかる善管注意義務・忠実義務の一内容として、会社の利益よりも自己の

利益を優先してはならない義務を負うものといえる（第 356 条、第 423 条第 3 項参

照）。 

本件では、A は隣人 E とのトラブル解決という個人的な事情から、甲社を代表し

て、甲社の事業には利用されない評価額１０００万円の本件土地を５０００万円と

いう高値で購入しており、甲社の利益を犠牲にして自己の利益を図ったといえる。 

したがって、A が甲社を代表して本件売買契約を締結したことは、甲社に対する

善管注意義務違反・忠実義務違反にあたり、A の任務懈怠が認められるため、要件

①を満たす。 

なお、本件では、本件売買契約の締結後も甲社の運転資金は枯渇せず、資金繰り

に困ることが予想される状態ではなかったものの、本件売買契約によって甲社の利

益が減少することには変わりないから、やはり A には任務懈怠が認められる。 

（２）本件売買契約の結果、甲社は評価額１０００万円程度の本件土地を５０００万円

で購入し、同額を支出しているから、A の任務懈怠を原因として、本件土地の評価

額との差額４０００万円の損害が発生したため、要件②③も満たす。 

したがって、A が甲社を代表して本件売買契約を締結したことについては、原則

として第 423 条第 1 項違反が成立する。 

２．A の反論及びその当否 

 （１）これに対し、A からは、取締役の会社に対する善管注意義務及び忠実義務は、会

社と取締役との間に利害対立関係があるため課せられた義務であるところ、本件売

買契約締結当時の A は甲社の一人株主であり、A と甲社との間には利害対立関係が

ないため、かかる義務違反の問題は生じないとの反論が考えられる。 

    しかし、取締役が会社の一人株主であったとしても、法人格を異にする以上、両

者に利害対立関係が存在しないとはいえず、善管注意義務違反・忠実義務違反の問

題は生じうるため、当該取締役の任務懈怠行為によって会社に損害を与えた場合

は、会社に対する責任を免れないと解する。 
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    本件では、上記のとおり A の任務懈怠行為によって甲社に損害が生じている以

上、A の上記反論は認められない。 

 （２）また、A は、本件売買契約締結が第 423 条第 1 項に違反するとしても、総株主で

ある A の同意によって、同項違反に係る責任が免除されたと主張することが考え

られる（第 424 条）。しかし、甲社では A の責任が免除された形跡はなく、かかる

主張は認められない。 

なお、A は、甲社により黙示の責任免除がなされた旨を主張することも考えられ

るが、株式会社には多数の利害関係人が存在する以上、意思決定は明確になされ

るべきであるから、法的安定性を欠く黙示の責任免除は認められない。 

    したがって、A の反論はいずれも認められない。 

３．結論 

よって、G の請求は認められる。 

第２． 小問２ 

１．第 429 条第 1 項の要件等 

A が甲社を代表して本件売買契約を締結したことにより、同社の債権者である乙社

への本件債務が履行できなくなったことにつき、A に第 429 条第 1 項に基づく責任が

生じないかが問題となる。 

同項の要件は、①役員等の任務懈怠、②役員等の悪意又は重過失、③第三者に損害

が生じたこと、④損害と任務懈怠との間の相当因果関係である。以下検討する。 

２．検討 

（１）まず、上記第１の１（１）のとおり、A 社は甲社の代表取締役であるから「役員

等」にあたり、また、A が甲社を代表して本件売買契約を締結したことは甲社に対

する任務懈怠にあたるため、要件①を満たす。 

（２）次に、A に悪意又は重過失があるかが問題となるところ、第 429 条第 1 項の趣旨

は、株式会社が経済社会に占める地位や取締役の職務の重要性を考慮し、役員等に

特別の法定責任を課して第三者の保護を図る点にあるから、同項の責任が認められ

るためには、任務懈怠について悪意又は重過失があれば足りると考える。 

   本件では、A が甲社を代表して本件売買契約を締結することが、甲社に対する任

務懈怠があたることは上記第１のとおりである。また、A は、隣人 E とのトラブル

を解決する目的で、本件土地の評価額が１０００万円程度であることを知りなが

ら、E の要求を鵜吞みにして本件土地を５０００万円で購入しているため、甲社の

利益を犠牲にしつつ、自己の利益を図る意図で本件売買契約を締結したといえる。 

したがって、A は（１）の任務懈怠について悪意であるから、要件②も満たす。 

（３）第 429 条第 1 項の趣旨は、上記のとおり、役員等に特別の法定責任を課して第三

者の保護を図る点にあるため、同項の「損害」とは、間接損害も含むと解するべき

である。本件では、上記（１）の A の任務懈怠が原因で甲社は実質的な債務超過に
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陥って事業を継続することができなくなり、その結果として、乙社は甲社から本件

債務の履行を受けることができなくなったため、甲社に損害が生じることにより、

乙社に間接的に損害が生じているといえる。 

したがって、乙社の損害及び損害と任務懈怠行為との因果関係も認められるた

め、要件③及び④も満たす。 

（４）よって、乙社の A に対する請求は認められる。 

以 上 
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プレゼミ（商法）解説レジュメ 

第１．事案 

 

甲社                     

株主 A（6 万株）                     乙社 

→H30.1 中旬     H29 春頃：3000 万円の買掛金債務 

G に１万株譲渡  （本件債務） 

代表取締役 A 

取締役 B,C,D 

 

    H29.10.2 

    本件売買契約 

 

 

 

 

 

E（A の住居の隣地所有者） 

 

 

第２．小問１について 

１．前提（株主 G が A に対して第４２３条第１項の責任追及をする方法） 

 会社法（以下略）第４２３条第１項は、役員等の会社に対する責任を定めているた

め、原則として役員等への責任追及は会社が行うべきである。 

 しかし、役員等の間の同僚意識などから、本来追及すべき責任の追及がなされない

可能性がある（提訴懈怠可能性）。 

 そのため、会社法は、株主1に会社のために役員等の責任を追及する訴えを提起する

ことを認めている（第８４７条・株主代表訴訟）。 

 具体的には、 

① 株式会社（本件では監査役2）に対して提訴請求を行い（第８４７条第１項）、 

② 監査役が６０日以内に責任追及の訴えを提起しないときは、株主が会社のため

 
1 公開会社の場合は「六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期

間）前から引き続き株式を有する株主」である必要がある。 
2 第３８６条第１項第１号参照 
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に責任追及の訴えを提起することができる（同条第３項） 

   

⇒本問では、G が上記訴えを適法に提起した旨の記載があることから、訴訟要件につい

ての記載は不要 

 

２．第４２３条第１項の責任追及 

（１）総説 

   取締役は会社との間で委任関係に立つため（第３３０条）、任務に違反したこと

により会社に損害を生じさせれば民法上の債務不履行となるものの（民法第４１５

条）、取締役の任務は委任契約によるだけではなく、法律上当然に生じる場合もあ

ることから、後者の任務に反するときにも責任が生じることを明確にするため、設

けられた規定とされている。 

   実際には、債務不履行責任と同様の解釈が採られることが多い。 

 

（２）要件 

① 取締役の任務懈怠3 

  役員等の任務懈怠は、大別して 

    (a) 役員等が善管注意義務・忠実義務4に違反した場合、 

    (b) 役員等が法令に違反した場合 

     が挙げられる。 

(a)の場合、役員等が会社に対して負う義務は様々であるところ、設問に解答す

る際には、役員等がどのような会社に対してどのような義務を負っており、どの

行為がその義務に違反したといえるかを特定する必要がある。 

㋐業務執行における注意義務違反、㋑監視義務違反、㋒内部統制システム構築

義務違反、㋓利益相反取引・競業取引の場面が主に問題となりやすいが、本問

は、㋓の場面と考えられる。 

      ② 会社に損害が発生したこと 

 
3 任務懈怠について役員等の故意・過失の要件が必要かという点については、異なる考え

方もあり得るものの、役員の善管注意義務違反が問題となる場面では、役員が善良な管理

者の注意義務を尽くさなかった以上、通常は故意・過失も認められるため、独自に故意・

過失の要件を検討する必要はないと考える。一方、法令違反の場合、取締役が法令違反を

認識し得なかったような場合等、過失が否定される可能性があるため、故意・過失の要件

を別途検討する必要があると考える。 
4 判例では、善管注意義務と忠実義務は別個の義務ではないとされている（最大判昭和４

５・６・２４民集第２４巻６号６２５頁）。 
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③ 任務懈怠と損害との間の相当因果関係 

 

（３）本問の特殊性 

① 本件の甲社の株主は A のみであり、唯一の株主である A の決定のもと、A のた

めに本件売買契約が行われている以上、株主である A の利益は害されていないた

め、このような場合でも任務懈怠があるというべきか。 

② たとえ A による本件売買契約締結が任務懈怠に該当しうるとしても、一人株主

である A の同意により責任が免除されたといえないか（第４２４条）。 

   ⇒本問の特殊性が A の反論に繋がることになる。 

 

（４）裁判例 

   東京地判平成２０年７月１８日・判タ１２９０号２００頁 

 株式会社の一人株主である代表取締役が、業務を行っていない者たちに対

し、当該株式会社をして顧問料を支払わせたり、無償で社宅などを提供させ

たりした事案 

 裁判所は、上記①の点につき 

「一人株主である代表取締役と会社との間には利害対立関係がないから善管

注意義務違反の問題は生じないとの立論は首肯することができない。一人株

主である代表取締役と会社とが別個の法人格を有する以上，各々が相手方に

対して権利と義務とを有し得る関係にあるのであって，両者の利害が常に全

く同一であるとか，何らの利害対立関係も観念し得ないと解することはでき

ない。一人会社が法律上容認されるのは，社会的必要性が肯定されたために

すぎず，一人会社であろうと，会社と株主とは別個の法人格を有するもので

あるから，それぞれの間に，権利，義務の関係が発生するのは当然であり，

これを消滅させる事由がなければ権利，義務は消滅しない。被告の上記主張

は，一人株主である取締役には，そもそも会社に対する善管注意義務（忠実

義務）がないというのと同断であり，上記主張を採用すれば，一人株主であ

る取締役の会社に対する責任がそもそも観念し得ないことになってしまうの

であって，善管注意義務（忠実義務）の強行法規性に反し，このような主張

は，到底採用することはできない。」として、一人会社であっても任務懈怠が

あった場合には、損害賠償義務が発生するとしている。 

 また、上記②の点については、 

「旧商法２６６条５項（会社法第４２４条）は，総株主の同意がある場合で

なければ，取締役の会社に対する責任を免除することができないと規定して

おり，会社が取締役に対し上記責任を免除する旨の意思表示をする場合，当

該意思表示が効力を発生するためには，総株 主の同意が必要であると定め
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ているのであり，取締役の任務違背により会社に対する損害賠償義務が発生

した場合，これが消滅するためには，総株主の同意，免除の意思表示の 2 個

の要件を具備することが必要である。しかるに，本件においては，黙示的に

も被告の取締役としての責任を免除する旨の意思表示がされた事実は，これ

を認めるに足りる何らの証拠もなく，他に，被告の義務の発生を障害する事

由も，これを消滅させる事由も認めることができない。」としている。 

 

３．解答の方向性 

  要件①（取締役の任務懈怠）については、株主の利益保護の観点から考えるのであれ

ば、一人株主である取締役による任務懈怠を否定する方向に働くと考えるが、上記裁判

例のように、会社は株主と別個の法人格を有する以上、一人株主であっても任務懈怠に

よる責任を免れないと考えれば、任務懈怠を肯定する方向に働くと考えられる。 

  また、A の任務懈怠を肯定する場合、総株主の同意（第４２４条）の点にも言及する

ことが望ましいと考える。 

  ②③（損害の発生と因果関係）については、特段難しい点はなく、淡々とあてはめを

すれば足りると考えられる。 

 

第３．小問２について 

１．第４２９条第１項の責任追及 

（１）趣旨 

      株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、株式会社の活動はそ

の機関である役員等の職務執行に依存するものであることに鑑み、役員等に特別の

法定責任を課して第三者の保護を図る趣旨と考えられている（最大判昭和４４・１

１・２６民集２３巻１１号２１５０頁）。 

    

（２）要件 

① 役員等の任務懈怠 

② 役員等の悪意又は重過失 

  任務懈怠について悪意又は重過失があれば、第三者への加害についての悪意又

は重過失がなくても第４２９条第１項の適用対象となる。 

③ 第三者に損害が発生したこと 

役員等が直接第三者に損害を与えた場合（直接損害）のみならず、役員等の任

務懈怠により会社に損害を与え、ひいては第三者に損害を与えた場合（間接損

害）も含むと考えられている。 

本問のように、役員等の悪意又は重過失による任務懈怠により会社が債務超過

に陥った結果、債権者が債権回収不能よる損害を被った場合にも、役員等の会社
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債権者に対する第４２９条第１項の責任が認められると考えられる。 

④ 任務懈怠と損害との間の相当因果関係 

  

２．解答の方向性 

小問１で A の任務懈怠を否定し、小問２で A の任務懈怠を肯定するような場合、小

問１と２で異なる結論を採用する理由に触れる必要があると考える。 

また、小問 2 では、小問１と異なり、本件債務発生当時には、定期預金を甲社の運

転資金として確保する必要があったこと、本件土地の購入代金支払いのために本件定

期預金の取り崩したことにより、甲社が実質的な債務超過に陥って事業活動を継続す

ることができなくなったなどという事情があるため、A の義務内容の捉え方次第では

このような事情を使って小問１との違いを論述することも考えられる。 

 

第４．参考文献・参考資料 

 １ 田中亘「会社法［第 3 版］」（東京大学出版会・２０２１年） 

 ２ 田中亘ほか「リーガルクエスト会社法 第４版」（有斐閣・２０１８年） 

 ３ 令和５年司法試験採点実感・出題趣旨 
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一

(濫意事項)

1 答案用紙の種類

ホ答案用紙1よ、憲法の答案用紙です。

行政法の答案を本用紙に記載して提出した婦合には,試験時間内に申し出があつた塙合を除き,零点となるので,注意してください。

なお,猟験備岡中に答案用紙の取違えに気付いたIB合には,H験監督員の指示に従つてくだきい。 (猟験時関終了後の答案用紙の取連えの申出には

一切応じません。)。

2 答案厨無の取扱い

答案用紙の取普え,追加配布はしませんので,汚 したり曲げたりしないてください。

答寮生成上のたa
(1)善

=は
償Bき とし,解雷鶴の砕内に買はに従って書き道めてください。なお,解答綴

',仲
分Ⅲモ(若色部分激tFそ の外aiの 奈白部分)に配転した

'B合
に1と ,当馘部分は採点されませた。

(2)答素は,呂インタの丁一″ベン又は万年筆 (ただし,イ ンクがアラステグク製消しゴム等で消せないものに臓る。)で配はすることとし,こ れメ外で:こ はした騒合には,

蕪筋告薫として零点となります。

(3, 答案を,正するときは,VE部 分が敵行にわたるよ働合は争l線で,1行の増合には慎線で鴻して,そコ〉次に書き芭してくア_さ い。

(4, 善票用騒の表凛を書き重えてを員を士成した
'る

合には 要が白騒σ〉特にほ「票お`ら用二F」 ,それ以外の時II「裏から霊戴Jと だけ,試験躙FE中

`こ

表の解答側に用韓してください。

(H瞼硝門終7僕に:こ載することは盟いません。)

(5, 答素翔転のXF,の Rにい何も配載じないてください。

解告EIこ 受戯雪のヽ名スに特定人の書案であるとやl断される配載のある善翼1よ 篤効善案として尋点となります。
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講師 :稲葉総合法律事務所 弁護士 瀬戸悠未
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